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上部庁議へ付議する。

これまでの
庁議での
主な意見

○わがまち特例の本市税収への影響について、これから市税条例に特例割合を規定するのにどのように試算したのか。
→　企業主導型保育事業については、２８年度に市内３箇所の実績があり、家庭的保育事業等についても同様に３箇所の
実績がある。これら実績等を元に減収見込額を試算したところである。

○市税督促状の発付時期に係る規定の追加について、他都市の状況は。
→　指定都市１９市のうち、「３０日以内」と規定しているのが１０市、「４０日以内」としているのが２市、条例に定めがなく地方
税の規定である「２０日以内」であるのが本市を含めて７市である。

○督促状に関する改正については、市税外収入についても改正するのか。
→　今回の改正は市税条例のみで、市税外収入に関する条例の改正は行わない。
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審議内容
（論点）

　地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の公布等に伴い、相模原市市税条例の一部改正を行う。
　　（１）地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）の追加
　　（２）市税督促状の発付時期に係る規定の追加
　　（３）その他の市税条例の改正事項

・上記（１）において、条例で定める特例割合の扱いについて
・上記（２）において、条例で定める発付時期に係る規定の追加について
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事案の具体的な内容

（１）事案の概要

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の公布等に伴い、相模原市市税条例の

一部改正を行う。

① 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）の追加

企業主導型保育事業等及び一定の市民緑地に係る固定資産税の課税標準について、地域決定型

地方税制特例措置（わがまち特例）に追加した上で、その特例割合を次のとおり定める。

※保育事業の促進効果が期待できるため、参酌基準を上回る基準とする

② 市税督促状の発付時期に係る規定の追加

納税義務者の利便性を高めるために様々な納付方法を用意しているが、市への入金までに要する期

間が、それぞれの納付方法ごとで異なっており、延伸してきている状況である。

地方税法において、督促状は納期限後２０日以内に発しなければならないとされているが、特別の事情

がある場合には条例で異なる期間を定めることができる規定があり、本市への入金情報をより正確に取得

し、行き違いによる督促状の送付を抑制するため、新たに「３０日以内」とする規定を市税条例に追加する。

③ その他の市税条例の改正事項

・県費負担教職員制度見直しに係る地方税法の改正に伴い、市民税所得割の税率を6％⇒8％に変更

・軽自動車税に係る税率の特例措置(グリーン化特例)の延長

（H29.4.1～H31.3.31に新規取得した軽四輪等について対象範囲を平成32年度燃費基準の下で見直

して２年間延長）

（２）事業スケジュール

H29. 3. 6 市議会総務部会に税制改正の概要を説明

H29. 3.31 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が成立

（H29.3.31公布、H29.4.1施行）

H29. 7 庁議

H29. 8 議案上程

改正条例施行 公布の日

（市民税所得割の税率の改正についてはH30.1.1）

対 象 

地方税法に定める特例割合 
本市の特例割合

(案) 
改正前 改正後 

企業主導型保育事業の用

に供する固定資産 
－ 

１／２を参酌して１／３以上 

２／３以下の範囲内において 

条例で定める割合 

１／３ ※ 

家庭的保育事業、居宅訪問

型保育事業又は事業所内

保育事業(定員５人以下)

の用に供する家屋及び償

却資産 

１／２ 

１／２を参酌して１／３以上 

２／３以下の範囲内において 

条例で定める割合 

１／３ ※ 

一定の市民緑地の用に供

する土地 
－ 

２／３を参酌して１／２以上 

５／６以下の範囲内において 

条例で定める割合 

２／３ 

（参酌基準） 
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開催日  平成２９年７月２７日（木） 
 
出席者  古賀副市長 企画財政局長 企画部長 財務部長 税務部長 企画政策課

長 経営監理課長 広域行政課担当課長 財務課長 税制課長 納税課長

市民税課長 資産税課長 都市みらい研究所長 
 
 

１ 平成２９年度税制改正等に伴う相模原市市税条例の一部改正について 

（説明者：税務部長） 

 

（１）主な意見等 

 
○ 企業主導型保育事業及び家庭的保育事業等の用に供する固定資産等について、特

例割合を設定する理由は。 
 → 待機児童対策や子育て環境の整備に向けて、企業主導型保育事業及び家庭的保

育事業等をより促進していくためである。 
 

 ○ 本市の企業主導型保育事業及び家庭的保育事業等における固定資産税・都市計画

税の税収はどのくらいか。 
  → 対象となる企業主導型保育事業及び家庭的保育事業等は数件あり、特例割合の

対象となる税相当額は数千円から数万円程度である。 
 
 ○ 市税督促状の発付時期を納期限後３０日以内にすることについて、例えば納付を

失念してしまった市民に知らせる時期が遅れることで延滞金が増額するなど、市民

に不利益はないのか。 

  → 税額によっては所定の計算により延滞金が生じるケースもあるかと思われる

が、引き続き市民には納期限までに納付するよう周知していきたい。また、督促

状送付までの期間をできるだけ短縮するなど、市民に影響を与えることがないよ

う配慮し、事務を進めていく。 
 

（２）結  果  

 
 ○ 原案のとおり承認する。 
 

以  上 


